
 

第61回金沢大学学長選考会議 議事概要 

 

日 時  令和４年３月17日（木）13時00分～15時15分 

場 所  本部棟 大会議室 

出席者  河田悌一（議長），後藤ひとみ（議長代行），矢部彰，村井淳志，森本章治， 

中村裕之，新田哲夫，松本宏一，堀修，大竹茂樹，山岸雅子 

（以下，Webによる出席者） 

有松育子，原田明久，渡辺芳人 

欠席者  中西吉明，中村慎一 

 

１ 前回議事確認 

   第60回学長選考会議 令和４年２月17日（木）開催 

 

２．議 事 

（１）令和３年度における学長の業務執行状況の確認 

議長から，令和３年度における学長の業務執行状況の評価について，実施の根拠，

手順等について説明があった後，山崎学長から，資料１に基づき，令和３年度にお

ける業務執行状況及び学長就任以降の取組みについて説明があった。 

審議の結果，令和３年度の業務について適切に執行されていると評価するととも

に，学長就任後の８年間にわたる取組み全体を通して，極めて顕著な業績を上げて

いると評価することとした。 

    また，本評価結果及び各委員の意見等については，同学長に提示するとともに， 

Webサイトに公表することとした。 

 

（２）国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う対応 

事務局から，前回の本会議での意見を踏まえた国立大学法人金沢大学規則，国立大

学法人金沢大学学長選考規則及び国立大学法人金沢大学学長選考実施細則の改正案に

ついて資料２－１及び資料２－３から２－５に基づき説明があった。 

次いで，事務局から，前回からの継続審議となっていた本会議に理事を委員として

含めること及び含めることとした場合の学内委員の人数について資料２－１から２－

３に基づき説明があった。 

以上を踏まえ，審議の結果，原案のうち，国立大学法人金沢大学学長選考規則（資

料２－４）の解任の申し出の決定に係る部分（第15条第５項）は現行のままとするこ

ととした上で，承認された。 

 

[委員からの主な意見] 

○ 学長の解任は重要事項であり，その議決に当たっては現状のまま，委員総数の３ 

分の２以上の同意を要するとすべきではないか。 

 


